
令和元年 10 月 17 日 

 

告示 

 

当財団は、本日ＪＢＣルール第 15 条、ＪＢＣ倫理規定第 2条及びＪＢＣ制裁

規定第２条第 3 項 5 号に基づき、ＪＢＣスーパーバイザーである小池幸弘（ラ

イセンス№17006）氏を令和元年 9 月 23 日よりスーパーバイザーライセンスの

無期限停止処分とする。 

 

 

理由： ＪＢＣスーパーバイザー小池幸弘氏は、令和元年 9 月 23 日福岡県

久留米市にて行われたノンタイトル 6回戦において、荒巻浩治タイムキーパ

ーが第 2 ラウンドを 2 分 4 秒で終了させる（JBC ルール上 3 分 00 秒）タ

イム計測ミスをした際、スーパーバイザーとして試合を管理していた。 

 尚、小池氏は平成 30 年 12 月 24 日大阪で行われた OPBF 東洋太平洋バンタ

ム級王座決定戦におけるタイム計測ミスの際もスーパーバイザーを務めて

おり、今回が二度目である。（前回は謹慎処分） 
 

このことは競技スポーツとしてのプロボクシングと選手の安全を管理す 

  るＪＢＣの社会的信用を著しく貶める行為であり、当財団は当該試合の管 

理責任者である小池幸弘スーパーバイザーを令和元年9月23日よりスーパ 

ーバイザーライセンスの無期限停止処分とする。 

以上 
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